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別表別表別表別表    試合試合試合試合ののののフォーマットフォーマットフォーマットフォーマット    
 

肯定側立論肯定側立論肯定側立論肯定側立論 6分分分分   

  否定側準備時間 1分 

  否定側質疑否定側質疑否定側質疑否定側質疑 3分分分分 

  否定側準備時間 2分 

  否定側立論否定側立論否定側立論否定側立論 6分分分分 

肯定側準備時間 1分   

肯定側質疑肯定側質疑肯定側質疑肯定側質疑 3分   

  否定側準備時間 1分 

  否定側第否定側第否定側第否定側第 1反駁反駁反駁反駁 4分分分分 

肯定側準備時間 3分   

肯定側第肯定側第肯定側第肯定側第 1反駁反駁反駁反駁 4分分分分   

  否定側準備時間 2分 

  否定側第否定側第否定側第否定側第 2反駁反駁反駁反駁 4分分分分 

肯定側準備時間 2分   

肯定側第肯定側第肯定側第肯定側第 2反駁反駁反駁反駁 4分分分分   

 



細則細則細則細則 A    出場選手出場選手出場選手出場選手にににに関関関関するするするする細則細則細則細則 

１ 各試合の出場選手は、基本は 4 名、アドバイザーを利用する場合は 5名での

出場を原則とする。 

２ ただし、チームの成員がやむを得ず 4 名に満たない場合には、主催者の了承

を得た上で、2名あるいは3名での大会への参加を認める。2名での出場の場

合は 2名両名が、3名での出場の場合は内 1名が、二つのステージを担当す

ることを認める。その場合、そのディベーターが担当するステージは、連続しな

い二つのステージとする。 

３ 試合当日の試合開始 5 分前に、登録メンバーの中から選定した、各ステージ

の担当者を記した出場者名簿を司会に提出する。出場者と各ディベーターの

担当ステージは、試合ごとに変更してよい。 

４ 出場者名簿提出後、試合開始直前や試合開始後に、出場者や担当ステージ

を変更することは、原則として認めない。ただし、突然の欠員など、やむを得な

い事情により変更せざるを得なくなった場合は、主催者にその事情を説明し、

主催者の了承が得られれば、変更を認められる。 

５ 同一のディベーターが二つのステージを担当することは、本細則第 2項および

第 4 項における例外的措置において必要となる場合以外には認めない。また、

同一のディベーターが三つ以上のステージを担当することは、いかなる場合に

おいても認めない。 

細則細則細則細則 B    証拠資料証拠資料証拠資料証拠資料にににに関関関関するするするする細則細則細則細則 

（（（（１１１１））））証拠資料証拠資料証拠資料証拠資料のののの使用使用使用使用にあたってのにあたってのにあたってのにあたっての注意点注意点注意点注意点 

１ 証拠資料として認められるものは、公刊された出版物、政府の公表した報告

書、およびこれに準ずるもの（インターネット上に公開されている文書等も含

む）で、一般に入手や閲覧が可能なものとする。 



２ 証拠資料を用いる際には、著者の肩書き・著者名・文献名・発行年を明示しな

ければならない。出典が不十分であったり不明確であったりした場合には、証

拠資料の信憑性が低いものと判断され、効力を失う。なお、上記以外の出典

情報（出版社、インターネットの資料の場合は URL アドレス等）はスピーチ時

に読み上げる必要はないが、本細則（２）に定める、提出する証拠資料には、

十分な情報を記さなければならない。 

３ 文献を引用して証拠資料として用いる際は、前項のとおり出典を示すとともに、

引用の開始と終了を告げ、引用部分を明らかにする。 

４ 数値等をグラフ化または図表化し、ポスター等の形で審判及び相手チームに

示しながら説明を行うことを認める。これらのグラフ化、図表化された資料も証

拠資料の一つであり、著者の肩書き・著者名・文献名・発行年等の出典を明示

する必要がある。なお、こうしたポスター等はあくまで口頭による説明の補助

であり、口頭での説明は省略せず、十全に行わなければならない。また、こう

したグラフや図表資料の使用の有無や多寡によって審査が左右されることは

ない。 

（（（（２２２２））））証拠資料証拠資料証拠資料証拠資料のののの提出提出提出提出についてについてについてについて 

５ 肯定側チームは、司会の指示に従い、試合開始前 2分前に、立論で使用する

証拠資料のすべての写しを、立論で述べるプランとともに、相手チームと審判

に一部ずつ、計二部提出しなければならない。否定側チームは、司会の指示

に従い、否定側質疑終了後、立論開始 2分前に、立論で使用する証拠資料の

すべての写しを、相手チームと審判団に1部ずつ、計二部提出しなければなら

ない。提出されたプランと資料は、相手チームは試合終了後に、審判は判定と

講評終了後に、それぞれ元のチームに返却しなければならない。 

６ 反駁で用いた証拠資料については、審判あるいは相手チームは、そのステー

ジの終了後、次のステージの準備時間中に、その証拠資料の提出を求めるこ

とができる。各チームは、自分たちが用いる証拠資料について、すぐに提出が

できるよう準備しておき、提出を求められたら、すみやかに提出しなくてはなら

ない。提出の要求に応じなかった場合、その証拠資料は効力のないものとみ



なされる。提出された資料は、相手チームは準備時間の終了までに、審判は

判定と講評終了後に返却しなければならない。 

細則細則細則細則 C    反則反則反則反則にににに関関関関するするするする細則細則細則細則 

 以下の行為があった場合、反則とみなし、処分の対象とする。 

１ チームの出場者名簿を指定どおり提出しなかったとき。また、提出した名簿に

記載されていない者が試合に出場したとき。 

２ 主催者の了承を経ずに、提出した出場者名簿の記載と異なるステージをディ

ベーターが担当したとき。 

３ 主催者の事前の了承を経ずに、または必要な範囲を超えて、同一のディベー

ターが２つのステージを担当したとき。また、同一のディベーターが３つ以上の

ステージを担当したとき。 

４ スピーチ中の選手に対して、他の選手が口頭でアドバイスをしたとき。 

５ 私語等により、スピーチやスピーチの聞き取りを妨げたとき。 

６ チームの出場者が、試合中に出場者以外の者と相談をしたとき。また、通信

機能のある機器等、使用が禁止されているものを使用したとき。 

７ 証拠資料をねつ造したり、改変したり、元の文章の文意を変えるような不適切

な省略をしたりしたとき。 

８ 相手チームや審判から証拠資料の提示が求められた際、これに応じないと

き。 

９ 出場者やチーム関係者が、試合中に司会者の指示に従わず、試合の進行を

妨げたとき。 

１０ 著しくマナーに反する行為があったとき。 

１１ その他、ディベーター及びアドバイザー並びにチームの関係者が大

会運営に重大な支障を生じさせたとき。 



 

細則細則細則細則 D    判定判定判定判定にににに関関関関するするするする細則細則細則細則 

１１１１    勝敗勝敗勝敗勝敗のののの判定判定判定判定についてについてについてについて 

審判は、試合の中で繰り広げられた議論の内容を吟味し、メリットの全体とデメリッ

トの全体を比較して、勝敗を判定する。メリットがデメリットより大きいと判断される場

合、その政策は実行すべきだということになり、肯定側の勝利となる。そうでない場合

（メリットとデメリットが同等の場合も含む）には、その政策は実行すべきでないという

ことになり、否定側の勝利となる。引き分けはつけず、いずれかを勝ちとする。 

メリットとデメリットの比較は、基本的に、次のように行う。 

  

（（（（１１１１）））） 個個個個々々々々のののの論点論点論点論点 

 個々の論点については、次の基準で判断する。 

１． 一方のチームの根拠を伴った主張に対して、相手チームから反論があった場

合には、審判は両者の根拠を比較して主張の採否を決定する。すなわち、主

張の根拠が反論の根拠よりもすぐれている場合には主張を採用し、そうでな

い場合には主張を却下する。この際、一般には、次のような基準が考慮され

る。 

a 根拠を伴うものは、根拠を伴わないものより有利になる。 

b 論理的理由づけのうち、より緻密なものがそうでないものより有利になる。  

c 証拠資料のうち、事実報告においては具体性・媒体の性質など、統計資料に

おいては調査時点・調査方法など、専門家の見解においては理由づけの良

さ・専門性の高さなどの観点で優れているものが有利になる。  

２． 一方のチームの根拠を伴った主張に対して、相手チームが受け入れた場合、

あるいは反論を行わなかった場合、審判が根拠の信憑性とそれに基づく主張

の説得力を吟味し、その主張の採否を判断する。 



（（（（２２２２）））） 個個個個々々々々ののののメリットメリットメリットメリット（（（（あるいはあるいはあるいはあるいはデメリットデメリットデメリットデメリット））））のののの発生過程発生過程発生過程発生過程、、、、およびおよびおよびおよび重要性重要性重要性重要性／／／／深刻深刻深刻深刻

性性性性のののの確認確認確認確認 

個々の論点についての判断に基づき、質と量と確率の観点から、個々のメリットあ

るいはデメリットの大きさを判断する。 

１． 発生過程について、メリットあるいはデメリットとして述べられたことが、プラン

を導入した場合にどれほどの確実さで発生すると言えるのかを確率（あるいは

可能性）の観点から判断する。なお、ここで計上されるメリット・デメリットは、プ

ランを導入した場合にのみ発生すると言えるものに限られる。現状のままでも

発生すると言える部分は、メリットあるいはデメリットから除外する。 

２． 重要性／深刻性について、述べられたメリットあるいはデメリットが、質（ある

いは価値）と量の観点から、どれだけ重要／深刻だと言えるかを判断する。   

３． 以上の二つ、すなわち発生の確実さと重要さ／深刻さとを掛け合わせ、どの

程度の確実さで、どの程度重要なメリット（あるいは深刻なデメリット）が発生す

ると言えるかを判断し、個々のメリット・デメリットの大きさ（議論としての強さ）

を判定する。 

（（（（３３３３））））    メリットメリットメリットメリットのののの全体全体全体全体ととととデメリットデメリットデメリットデメリットのののの全体全体全体全体のののの比較比較比較比較 

個々のメリットあるいはデメリットの大きさについての判断に基づき、メリットの全体

とデメリットの全体のどちらが大きいかを比較し、判定する。互いに類似した複数のメ

リットあるいはデメリットがある場合には、重複を除外して全体の大きさを判断する。 

なお、試合の議論の中で、比較の基準が提示されていれば、その立証の程度に応

じて、判定に反映する。試合の中で示されなかった場合には、基準は、審判の判断に

委ねられる。 

 

２２２２、、、、コミュニケーションコミュニケーションコミュニケーションコミュニケーション点点点点のののの採点採点採点採点についてについてについてについて 

１． コミュニケーション点は、第 9条に記したコミュニケーションの責任をディベータ

ーがどれだけ果たしていたかを基本とし、正しく明瞭な発音、適切な速度、十



分な声量のほか、文法および語彙の選択の適切さ、議論の構成、表現力の豊

かさ等を総合して、聞き取りやすさ、わかりやすさ、説得力といった観点から採

点する。 

２． コミュニケーション点は、前項の観点から、立論・質問・応答・第一反駁・第二

反駁のそれぞれについて、次の基準を参考に 10 段階で評価する。（ ）内は

目安の一例である。 

 「10 点」非常に優れている。（間違いや違和感がほとんどなく、日本語として

自然で、聞き取りにおいてストレスが全くない。） 

 「 8 点」優れている。（違和感が若干あるが、間違いが少なく、言っている内

容はほぼ完全にわかる。） 

 「 6 点」普通。（多少の間違いと違和感があり、聞き取りに困難を覚えるとこ

ろも部分的にあるが、全体を通して言いたいことは大筋わかる。） 

 「 4 点」改善の必要がややある。（間違いが多く、日本語として不自然で、言

いたいことを理解できないところが少なからずある。） 

 「 2 点」改善の必要がかなりある。（コミュニケーションに支障を生じるほど間

違いが多く、言いたいことがわからないところのほうが多い。） 

３． コミュニケーション点は、１名または２名以上からなる審判ないしコミュニケー

ション点専門審査員の得点を合計し、最も高得点であったディベーターを最優

秀ディベーターとして表彰する。二試合以上に参加したディベーターについて

は平均点をとらず、高得点であった一試合の得点を対象とする。  

４． コミュニケーション点の採点にあたっては、第 10 条に定めるマナー、および第

14 条と細則 C「反則に関する細則」に定める反則の有無等についても、考慮

する。 



論題：台湾は首都機能を分散すべきである 是か非か 

 

首都機能とは、総督府、五院（行政院、立法院、司法院、考試院、監察院）

を含むものとする。ここでいう首都機能の分散とは、首都機能の一部を新北市

以外に移転することとする。 

 

論題背景：台湾は、台北に政治・経済・文化・人口など、社会における資本・

資源・活動が集中しているといえる。社会資本や資源を一極集中することで、

台北の経済成長を促し、その国際競争力を押し上げ、台湾の経済成長の牽引役

となってきた。一方で、一極集中化が進むに連れ、台北の都市問題の深刻化や

地域間格差の拡大などの問題が顕著になってきた。2009年の行政改革により

首都以外の直轄市への権限が付与され、台北への一極集中が緩和されつつある

が、それが解決されたとは言いがたい。特に、台北の災害時に対するリスクの

高さは大きな課題となっている。2015年に英ロイズ保険組合とケンブリッジ

大学のリスク研究センターが公表した世界各都市の今後１０年間の事故や自

然災害による危険度に関する調査リポートによれば、危険度が最も高いのは台

湾の台北であり、「今後１０年間の事故や自然災害での経済損失が１８１２億

米ドル（約２１兆７０００億円）に上ると」予想されている

1
。この問題は、

行政改革では解決できない問題である。首都機能の移転は、台北への一極集中

をさらに緩和するとともに、災害時のリスクを分散させる効果があると考えら

れる。 

 

予想されるメリット 

① 台北への一極集中の是正（地方経済の活性化、人口集中緩和など） 

② 災害対応力の強化（政治・行政・経済の中枢機能分散によるリスク分散、

跡地利用などによる防災力向上） 

③ 経済・財政への波及（公共事業による経済効果や環境・情報等多分野にお

ける新たな基盤整備・跡地の売買など） 

④ 国政及び都市機能の改善（機能的な都市整備の実現や国政システムの改善） 

 

予想されるデメリット 

① 財政の更なる悪化（移転にかかる莫大な時間・費用の発生、さらに交通費・

通信費のコスト増） 

② 台北及び台湾の国際競争力低下 

③ 都市整備に伴う環境破壊と非効率性 

                                                 
1
 ライブドアニュース「世界の 301都市で今後 10年間の危険度が高い国 東京

は 2位に」（2015年 9月 19日,http://news.livedoor.com/article/detail/10612631/） 



※論題決定にあたり、メリット・デメリットのバランスについては考慮しまし

たが、但し書きなどに改善の余地はあると思います。良いアイディアをお持ち

の方は、wenzaojpdebate@gmail.comまでお知らせいただけると助かります。大

会一月前までなら対応できると思います。よろしくお願いいたします。 
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2009年 8月 29日改正 

2010年 2月 22日改正 

2012年 9月 6日改正 

第第第第１１１１章章章章    大会運営大会運営大会運営大会運営についてのについてのについてのについての規定規定規定規定 

第第第第 1条条条条    目的目的目的目的 

本大会は、台湾の高等教育機関で日本語を学ぶ学生の日本語能力、論理的思考能力、

批判的思考能力、傾聴能力、情報収集・分析・活用能力、及び口頭発表能力の向上に、

ディベートを通して寄与することを目的とする。 

 

第第第第 2条条条条    論題論題論題論題 

本大会の論題は政策論題とする。 

 

第第第第 3条条条条    試合試合試合試合ののののフォーマットフォーマットフォーマットフォーマット 

本大会の試合は、別表に定めるフォーマットにしたがって行うものとする。 

 

第第第第 4条条条条        各各各各ステージステージステージステージのののの役割役割役割役割     

１ 立論では、各チームが、自分たちの立場を支持すべき理由を述べる。肯定側立論

は、論題を実施するプランを提示し、そのプランからメリットが発生することを論証

する。否定側立論は、現状維持の立場をとり、肯定側のプランからデメリットが発

生することを論証する。 



２ 質疑では、相手チームの立論の内容について質問を行う。質疑での応答は、立論

担当者が担当する。質疑での応答の内容は、立論の補足として扱われる。 

３ 反駁は、相手側の主張するメリット（あるいはデメリット）に対する反論、反論に対す

る再反論、争点のまとめ、議論の総括などを行う。 

 

第第第第 5条条条条        試合試合試合試合のののの進行進行進行進行     

１ 試合は、司会者の指示によって進行する。試合に出場するディベーターおよび聴

衆は、司会者の指示に従わなくてはならない。  

２ 試合の各ステージは、各チームの担当ディベーターの持ち時間であり、その時間

内での発言を保証される。持ち時間の途中でスピーチが終わった場合、ディベータ

ーがスピーチを終了する旨を口頭で告げ、席に戻った場合に限り、司会は、次のス

テージに進めることができる。  

３ 各ステージの担当者は、定められた時間内でスピーチをしなければならない。定め

られた時間を超えてスピーチがなされた場合、その内容は無効となる。ただし、文

の途中を読んでいる最中に制限時間が来た場合は、その文の終わりまで読み切

ることができる。 

 

第第第第 6条条条条    各各各各ステージステージステージステージのののの担当担当担当担当 

１ 本大会は、原則として 4 名のディベーターが立論・質疑・第１反駁・第２反駁の各ス

テージをそれぞれ担当するものとする。  

２ 本大会では、4 名のディベーター以外に１名のアドバイザーの参加を認める。アド

バイザーは、スピーチは担当せず、相手チームの発言を分析し、準備時間の話し

合いに参加し、チームメイトに対して指示、助言を行う役割を務める。アドバイザー

制度を利用するか否かは各校が判断し、決定する。  

３ 出場選手の委細については、別に定める細則 A「出場選手に関する細則」にした

がうものとする。 



 

第第第第 7条条条条    参加資格参加資格参加資格参加資格 

本大会は、第 1 条に記した日本語能力の向上という目的に鑑み、日本語を母語とする

者は、出場を認めない。 

 

第第第第 8条条条条    使用言語使用言語使用言語使用言語 

本大会は日本語の使用を前提とする。原本の言語が日本語以外の資料を証拠資料と

して使用する際は、全文を日本語に訳すことを原則とする。細則 B「証拠資料に関する細

則」の（２）に定める提出する証拠資料には、原文と訳文を両方併記する。 

 

第第第第２２２２章章章章    ディベーターディベーターディベーターディベーターのののの責任責任責任責任 

第第第第 9条条条条    コミュニケーションコミュニケーションコミュニケーションコミュニケーションのののの責任責任責任責任をををを果果果果たすことたすことたすことたすこと 

各ディベーターは、発言内容を審判および相手チームに口頭で伝える責任を負う。その

ために、各ディベーターは、正しく明瞭な発音、適切な速度、そして十分な声量で、聞き取

りやすくスピーチを行うことを心がけなければならない。どんなに内容が優れていても、発

音、速度、声量等のいずれかが適切でなく、審判が聞き取れず内容を理解できなかった

場合には、判定に考慮されない。 

 

第第第第 10条条条条    マナーマナーマナーマナーにににに留意留意留意留意することすることすることすること 

相互の尊重と信頼を損なうような表現や態度はあってはならない。必要以上に攻撃的

な表現や相手を侮辱するような表現、審判および聴衆に不快感を与えるような表現、相手

チームとのコミュニケーションを拒絶するような表現を使用してはならない。 

 

第第第第 11条条条条    立証責任立証責任立証責任立証責任をををを果果果果たすことたすことたすことたすこと 



ディベーターは、個々の主張を根拠づけて立証する責任を負う。一般に、立証する方法

には、二つの方法がある。すなわち、統計データや専門家の見解等を証拠資料として用

い、論証する方法と、証拠資料は使用せず、理由を論理的に述べることで裏付ける方法

の二つである。 

 

第第第第 12条条条条    証拠資料証拠資料証拠資料証拠資料はそのはそのはそのはその条件条件条件条件をををを満満満満たすことたすことたすことたすこと 

前条に述べたように、立証するために証拠資料を用いることができる。ただし、その使

用にあたっては、別に定める細則 B「証拠資料に関する細則」にしたがわなくてはならな

い。 

 

第第第第 13条条条条    機器機器機器機器のののの使用使用使用使用とととと出場出場出場出場チームチームチームチーム外外外外とのとのとのとの連絡連絡連絡連絡のののの禁止禁止禁止禁止 

１ 本大会では、電話・パソコン等、通信機能のある機器、およびプロジェクターが必

要な機器の使用を禁止する。 

２ チームの出場者が、試合中に出場者以外の者と連絡をとったり、相談をしたりして

はならない。 

 

第第第第 14条条条条    反則行為反則行為反則行為反則行為とととと処分処分処分処分 

１ 反則行為があった場合、審判及び主催者は、協議の上、該当チームに対して、反

則の程度に応じて、厳重注意・減点・敗戦・失格のいずれかの処分を行う。反則と

認定する行為については、別に定める細則 C「反則に関する細則」にしたがうもの

とする。 

２ 試合に参加したディベーターおよびアドバイザー、または登録したチームのメンバ

ーおよび指導教官は、試合中に相手チームに反則があったと判断した場合、試合

終了直後に、司会者の許可を得た上で、審判に申し立てを行う事ができる。  



 

第第第第３３３３章章章章    各各各各ステージステージステージステージにににに関関関関するするするするルールルールルールルール 

第第第第 15条条条条    プランプランプランプラン  

１ 本大会では、論題を実施するプランを提示する権利は、肯定側にのみ与えられる。

否定側は、現状維持の立場をとるものとし、肯定側と異なる別のプラン（カウンター

プラン）を出すことはできないものとする。仮に、否定側がカウンタープランを出した

場合、そのプランは無効とみなされる。否定側がカウンタープランを出したことが確

認された場合、審判は、その後の議論が無用に混乱することを避けるため、立論

が終了した時点で試合を止め、そのプランがカウンタープランであり、無効であるこ

とを説明する。 

２ 肯定側は、立論で述べるプランを、立論で使用する証拠資料とともに、試合開始前

に、審判と相手チームに提出しなければならない。（細則 B「証拠資料に関する細

則」の 5 を参照） 

 

第第第第 16条条条条    質疑質疑質疑質疑 

質疑は、質疑担当者が相手チームの立論担当者に対して、一問一答形式で行う。質疑

において時間をコントロールする主導権は、質疑担当者の側に与えられる。相手側の立

論担当者は、その指示に従いながら質問に答えなければならない。 

第第第第 17条条条条    新新新新しいしいしいしい議論議論議論議論  

立論で言及していない主張や根拠を反駁のステージで新たに提出した場合、それらは

「新しい議論」と呼ばれ、無効となり、判定の対象とならない。この措置は、すべての主張と

根拠を立論において提示し、反駁の対象とし、かみ合った議論が十分に展開するようにし、

公平な判定を可能にするためのものである。ただし、立論や反駁で出された相手の主張・

根拠に対する反論・再反論については、この限りではない。 



第第第第 18条条条条    遅遅遅遅すぎるすぎるすぎるすぎる反論反論反論反論 

相手チームの主張・根拠に対する反論は、相手チームに再反論の機会を十分に与える

ため、可能な限り早いステージでなされなければならない。すなわち、肯定側立論に対す

る可能なすべての最初の反論は、否定側第 2 反駁ではなく、否定側第１反駁あるいは否

定側立論においてなさなければならない。また、否定側立論及び否定側第１反駁に対す

る可能なすべての最初の反論は、肯定側第 2 反駁ではなく、肯定側第１反駁において行

わなければならない。第１反駁において可能であったのに行わず、第 2 反駁になってから

なされた反論は、「遅すぎる反論」と呼ばれ、無効となり、判定の対象とならない。これも、

前条と同様、可能な反駁はできるだけ早く提示し、再反駁の機会を与え、かみ合った議論

の十分な展開を可能にするための措置である。 

第第第第 19条条条条    不明瞭語彙不明瞭語彙不明瞭語彙不明瞭語彙のののの確認確認確認確認 

相手チームが発話した重要語彙（または句、文節）が、発音不明瞭か、または議論の筋

道から大きく離脱しているとの理由で理解できず、そのために後のステージに影響するか

もしれないと判断した場合、ディベーターは準備時間中にその語彙の意味を審判に確認

することができる。審判は試合の勝敗やポイントに影響しない程度に答えなければならな

い。 

 

第第第第４４４４章章章章    試合試合試合試合のののの判定判定判定判定 

第第第第 20条条条条    審判審判審判審判 

試合の判定は審判が行う。 審判は判定において、次のことをする。 

• 1)勝敗の決定  

• 2)コミュニケーション点の採点  

• 3)試合の講評 

判定は、別に定める細則Ｄ「判定に関する細則」にしたがって行うものとする。 



なお、コミュニケーション点は、コミュニケーションの重要性を浸透させることをはじめ、

最優秀ディベータ―の選出や、勝ち点が同点であった場合の決勝トーナメント進出の判定

の基準として用いることを目的として採点するものであり、個々の試合の勝敗の決定に直

接に用いるものではない。 



各位 

2015 年 12 月 11 日 文藻外語大學日本語文系 主任 林淑丹 

 

「第「第「第「第 14 回文藻杯日本語ディベート大会回文藻杯日本語ディベート大会回文藻杯日本語ディベート大会回文藻杯日本語ディベート大会 

（第（第（第（第 6 回全国日本語ディベート選手権）」のお知らせ回全国日本語ディベート選手権）」のお知らせ回全国日本語ディベート選手権）」のお知らせ回全国日本語ディベート選手権）」のお知らせ 

  貴下ますますご清祥のことと申し上げます。この度、下記の要領で「第 14 回文藻杯日本語ディベート大会（第 6 回全国日本語ディベート選手権）」を開催する運びとなりましたので、お知らせいたします。皆様のご参加をお待ちしております。  また、本大会の情報は、WEB サイト http://seesaawiki.jp/wenzaojpdebate/ でもお知らせしていく予定です。合わせてご覧下さい。 記 大会名称：「第 14 回文藻杯日本語ディベート大会（第 6 回全国日本語ディベート選手権）」 主 催：文藻外語大學日本語文系 日 時：2016 年 4 月 9 日(土) 会 場：文藻外語大學キャンパス（高雄市三民區民族一路 900 號） 論 題：「台湾は首都機能を分散すべきである 是か非か」 ※詳しくは別紙論題背景をご覧ください。 ル ー ル：「日本語ディベート選手権ルール」（第 3 回全国日本語ディベート選手権で使用したルールを改名したもの）。 申込締切：2016 年 2 月 29 日（月） 申込方法：大会申込書に必要事項をご記入の上、以下のアドレスまで電子メールでお送りください。（e-mail:wenzaojpdebate@gmail.com） 以上 



第 14 回文藻杯ディベート大会 

（第 6 回 全国日本語ディベート選手権） 

参加申込用紙 

 

 

 申込み締め切り  ：2016 年 2 月 29 日（月） 

 申込み先     ：全国日本語ディベート選手権 申込みアドレス 

 wenzaojpdebate@gmail.com 

※ E-mail でお申込みください。 

 

 

学校名  

指導教師名  

電話番号  

E-mail  

学生代表名  

電話番号  

E-mail  

※ すべての欄にご記入ください。 

今後、いろいろご案内することがございますので、確実に連絡できる 

連絡先をご記入ください。 

 

 備考 

1. 参加資格については、「大会ルール」をご参照ください。 

2. 参加申込のメールをお送りいただく際、件名を「文藻杯ディベート参加申込：参

加校名」、ファイル名を「大会申込書_学校名.doc」とご変更いただけると非常に

助かります。 

3. http://seesaawiki.jp/wenzaojpdebate/d/%a5%c8%a5%c3%a5%d7%a5%da%a1%

bc%a5%b8 も合わせてご覧ください。 

 

http://seesaawiki.jp/wenzaojpdebate/d/%a5%c8%a5%c3%a5%d7%a5%da%a1%bc%a5%b8
http://seesaawiki.jp/wenzaojpdebate/d/%a5%c8%a5%c3%a5%d7%a5%da%a1%bc%a5%b8

